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自 由 民 主 党 要 望 項 目 一 覧 

平成２９年度９月補正分 

要望項目 左 に 対 す る 対 応 方 針 等 

１ 普通交付税の削減について 

 臨時財政対策債の発行可能額を含めた本年度の実質的な県分の普通交付税

額が１，５０２億円と決定されたが、平成２６年度配分額の１，５９１億円

と比較して８９億円減額されるなど５年連続の削減となっている現状から、

まず、今後の補正予算編成にあたっての財源の確保を図ること。 
 また、平成３０年度の国の予算編成に際して、全国の地方自治体の基金総

額が約２１兆円に膨らんでいることから、交付税削減論が報道されていると

ころである。 
 今後も交付税を取り巻く環境は非常に厳しいが、地方税収の伸びが鈍化し

ている一方、高齢化の進展によって社会保障費が増加する等、財政需要は増

え続けている。 
 よって、財政基盤の脆弱な本県の実態を国に対して十分に説明するととも

に、全国知事会と連携して交付税の削減阻止に全力を挙げること。 

 

普通交付税が大幅に減額されるなど厳しい状況ではあるが、今年度の補正予算編成に

当たっては、平成２８年度の決算剰余金の外、入札残等による不用額の活用、低金利を

背景とした地方債の活用をはじめあらゆる面から検討を加え、必要な財源を確保したい。 

また、地方交付税の総額確保や地方の基金残高の増加を理由とした地方交付税の削減

を行わないことについて７月に地方六団体で国への要望を行ったところであるが、厳し

い財政状況の中、行財政改革や様々な工夫により財源を捻出し、地方創生に果敢に取り

組んでいる本県の実情を国に訴えながら、全国知事会とも連携して引き続き地方交付税

総額の確保を強力に国に対して働きかけていく。 

２ 新専門医制度と医師の地域偏在防止について 

 国は、医療の質の向上や医師の新たなキャリア形成を目的とする新専門医

制度の２０１８年４月からの導入を目指しているところである。 
 この制度は、研修プログラムによっては都市部の大学病院に研修医が集中

する可能性があり、現状より更に医師の地域偏在に拍車がかかる懸念がある。 
 ついては、引き続き国の動向を注視し、全国知事会や関西広域連合等を通

じて地方の医師不足の阻止を図ること。 

 

平成３０年度開始予定の新専門医制度により、地方の医師不足や地域偏在・診療科偏

在の拡大を招くことがないよう、国及び一般社団法人日本専門医機構の責任において、

専門医の質の向上と地域医療の確保ができる制度とするよう、全国知事会、関西広域連

合、県などで要望している。 

引き続き、国及び日本専門医機構の動向を注視し、医師数の地域偏在が拡大すること

がないかどうかなど、地域医療への影響の把握に努め、必要な対応を国に要望していく。 

  

３ 「鳥取県の鉄道の旅」をコンセプトにした観光誘客について 

ＪＲ西日本の豪華寝台列車「トワイライトエクスプレス瑞風」が今年６月

に運行開始したことで全国的に大きな話題となり、沿線の知名度とブランド

力が大いに上がっているところである。また、来年７月～９月には山陰デス

ティネーションキャンペーンが開催されるが、その取り組みの１つとして山

陰で初となる観光列車「あめつち」が新たに運行されるなど、「鳥取県の鉄道

の旅」をコンセプトとした観光誘客を行う絶好の機会である。山陰両県では

「縁の道～山陰～」をテーマに、自然・歴史・文化を切り口とした誘客を展

開しているところであるが、この機を捉えて市町村や観光関係団体等と連携

し、沿線の魅力づくりや旅行商品開発に集中的に取り組むこと。 

 

山陰デスティネーションキャンペーンを来年度に控え、トワイライトエクスプレス瑞

風の運行や山陰本線の新たな観光列車「天地（あめつち）」をはじめ、平成３０年７月

までにリニューアルされる鬼太郎列車、来春に完成予定の若桜鉄道の新たな観光列車「昭

和」等と連携するなどして、鳥取県ならではの新たな鉄道の旅「鳥鉄の旅」の創造に取

り組み、一層の観光誘客強化を図っていく。 

その中で、鳥取でしか体験できない特別な鉄道の旅の提供、さらに沿線住民や市町村

など地域ぐるみによる温かい「おもてなし」など受入体制の充実を図るため、市町村、

鉄道・観光関係者等を中心として「鳥鉄推進会議（仮称）」を新たに９月（予定）に立

ち上げ、瑞風の立ち寄り先のフォローアップや沿線の魅力づくり、旅行商品開発への支

援、効果的な情報発信等について検討、取組を推進していく。 
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要望項目 左 に 対 す る 対 応 方 針 等 

４ 強毒アリ「ヒアリ」対策と県内の特定外来種防除の推進について 

 南米原産の強毒アリ「ヒアリ」が中国からのコンテナなどから相次いで発

見されている。 
鳥取県では、従来から特定外来生物のアライグマ、ヌートリア、ブラック

バス、ブルーギル、オオキンケイギク、オオハンゴンソウの県民への周知と

防除に取り組んでいるところである。引き続き県民の協力を得ながら防除に

努め、自然環境の保全を推進すること。 
また、人体に危険なセアカゴケグモと最近特に注目されているヒアリにつ

いては、県民へその生態などの情報提供に努め、県としてその防除の万全を

期すこと。 

現在までにヒアリは県内で確認されていないが、特に進入リスクの高い境港と鳥取港

では目視調査と粘着トラップによる定期点検を行い、継続的な監視を実施している。ま

た、万が一発見された場合の対応手順を関係機関と共有済であり、水際阻止に向けた連

携体制を整えている。 

人体に危険なヒアリ、セアカゴケグモ等については、その生態や刺された場合の処置、

適切な防除方法について広く一般への周知も行っている。 

その他、特定外来生物防除対策として、地域住民等が行う防除資材購入等への支援や

狩猟者養成講習会等による担い手育成等を行っており、これらを含め引き続き万全の防

除を推進していく。 

５ 日ＥＵ・ＥＰＡの大枠合意による本県への影響把握とその対応について 

 本年７月６日、日本と欧州連合（ＥＵ）は、経済連携協定（ＥＰＡ）交渉

で大枠合意した。 
大枠合意により、時期は様々であるが、豚肉、牛肉、チーズ、脱脂粉乳、バ

ター、木材等の関税が撤廃・削減されることとなった。 
ついては、２次的に畜産農家や乳製品製造業者に多大な影響を与えること

になると思われることから、大枠合意による影響を把握し、県内農業の体質

を強化するための対策を国に要望すること。 
なお、牛肉や日本酒など我が国からＥＵへの輸出にあたって関税が即時撤

廃される品目については、ＥＵ独自の検疫条件など関税以外の障壁はあるが、

５億人の人口を抱えるＥＵ市場へのビジネスチャンスが広がることから、生

産者等の意向を踏まえ、積極的な販路開拓支援を行うこと。 

日ＥＵ・ＥＰＡ大枠合意を受け、７月２０日、国内農林水産業への影響を慎重に検証

し、各県単位で説明会を開催することや、国の責務において、緊急的かつ長期的視野に

立った対策を講じることなどについて要望した。県内農林水産業の競争力強化につなが

る対策を引き続き国に求めていく。 

さらに、国による影響試算や対策動向を注視しながら県としても影響を精査するとと

もに、県内農業団体等の意見を踏まえ、独自に取り組むべき対策を随時検討していく。 

【９月補正】 

  鳥取和牛緊急増頭対策事業  ７，０００千円 

  生乳生産拡大緊急支援事業 ４０，０００千円 

県としてヨーロッパ市場にチャレンジする事業者を積極的に支援していく。今年度は、

10月にパリで開催されるヨーロッパ最大の日本酒試飲イベント「サロン・デュ・サケ」

に鳥取県ブースを初出展し、出展事業者の販路拡大を支援することとしているが、同イ

ベントのフォローアップとして、ＥＵ諸国のバイヤー等を招へいし、さらなる販路拡大

を図ることを検討している。 

【９月補正】 

   「食のみやこ鳥取県」輸出促進活動支援事業 ３，２８５千円 

ＥＵ市場等のニーズ・課題の分析や戦略を検討するため、県内企業や専門家、金融機

関、支援機関、県で構成するワーキンググループの設置や、海外展開に取組む企業を支

援する補助金、外部専門家派遣事業に係る予算の増額について、９月補正による対応を

検討している。 

【９月補正】 

県内企業海外展開サポート事業 

・日ＥＵ・ＥＰＡ等海外展開戦略検討事業 １，９７５千円 

    ・海外展開活動支援事業補助金 ３，０００千円 

    ・海外展開外部専門家派遣事業 １，６００千円 
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６ 国における森林環境税（仮称）の創設について 

現在、政府において市町村主体の新たな森林整備を進める財源として、森

林環境税（仮称）の創設の検討が進められている。 
森林吸収源対策を推進するために国民から広く薄く徴収する安定財源とし

て早期に創設するよう、国に対して働きかけること。 
また、これまで地方における森林・林業行政は都道府県を主体に進められ

ており、市町村における森林・林業に係る人員体制等は十分ではないのが現

状であることから、森林環境税（仮称）を活用した森林整備等を円滑に実施

するための市町村の体制整備を進めるよう、国に対して働きかけること。 
併せて、具体的な制度設計にあたっては、既に実施している森林環境保全

税と重複しないよう、地方の意見を十分に踏まえるよう要望すること。 

 

森林環境税（仮称）については、平成２９年度税制改正大綱で「平成３０年度税制改

正で結論を得る」とされており、現在、総務省に設置した検討会において検討が行われ

ている。９月に中間とりまとめ、１１月には最終とりまとめが行われ、平成３０年度税

制改正に反映されることとなっている。 

このような中、本県では、国への要望や全国知事会などを通じて、森林環境税（仮称）

の実現を要望するとともに、市町村の事業実施体制の整備等の必要性や、これまで森林

整備等に都道府県が積極的に関わってきた実態、都道府県を中心として独自に課税して

いる森林環境保全税との関係について、地方公共団体の意見を十分に踏まえながら検討

するよう併せて要望しているところである。 

７ 水産物（岩ガキ）の資源管理について 

 県では水産物のブランド化を推進しており、夏の山陰を代表する究極の味

覚として、岩ガキブランド「夏輝」を平成１７年から売り出している。 
 安定的な漁獲量を確保するため、平成１８年度に資源回復計画を策定し、

漁獲規制等の資源管理に取り組んでいるところであるが、岩盤清掃などの漁

礁管理に大変な労力が必要であるなど、漁業者からは将来的な資源管理につ

いて大きな不安の声が寄せられている。 
 栽培漁業センターでは「資源回復技術開発試験」に取り組んでいるところ

であるが、潜水業者による岩盤清掃や３～４年単位での漁礁の入れ替えなど、

漁業経営の改善に向けた早急な支援を行うこと。 

 

イワガキ魚礁・漁場の継続的な利用に向けて、稚ガキの付着を促す魚礁等の岩盤清掃

は必須な状況となっており、その手法の開発については県内漁業者と協力して進めてい

る。しかし、作業には過大な労力が必要であることが懸案事項となっており、漁協・漁

業者からも効率的に行う手法の検討が要望されていた。 

その要望を踏まえ、県栽培漁業センターでは、圧縮空気で作動するケレンハンマー（作

業者の負担の少ないタイプ）を用いて付着面を研磨する方法での岩盤清掃作業の効率化

を目的として、機器の改良を主体とした技術開発に取り組んでいる。今年度は、鳥取県

漁協と相談しながら浜村地区において、その機器の試作品を用いて、作業効率の向上の

程度を調べる予定である。その結果を基に、各漁協・漁業者と情報交換しながら、より

簡便な手法での魚礁・漁場の管理を図っていくこととしており、引き続き漁業関係者と

の意見交換などを通して必要な支援策を検討していく。 

また、稚ガキの付着が認められない地区については、幼生の飛来状況と食害の状況を

調査し、地区毎の対策を検討していきたい。 

 

８ 鳥取砂丘コナン空港の駐車場等の整備について 

 鳥取砂丘コナン空港は「鳥取空港の利用を促進する懇話会」や県の努力に

よって東京便が５便化するなど、利用者数が増加しているところであるが、

旅行形態の多様化等により長期間駐車が増えるなど、しばしば満車に近い状

態となっているのが散見される。 
 ついては、第１駐車場と平成２８年３月に増設された西側駐車場（現在の

第２駐車場）も慢性的に満車となることを想定し、将来計画を策定すること。 
 また、雨や雪対策として、ターミナルビルと西側駐車場とを結ぶ通路の上

屋を整備し、利用者の利便性向上を図ること。 

 

航空機利用者の増加や現在推進している空の駅化による来港者の利便性向上のために

は、駐車場及び歩行者動線上の上屋の整備は必要なことと考えており、屋整備工事及び

駐車場の計画策定について検討している。 

【９月補正】空港ターミナル周辺施設整備事業 ４８，８００千円 
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９ 昨年度の豪雪を踏まえた道路除雪の万全な対応について 

 近年の異常気象により、局所的な集中豪雪が顕著となっている。 
昨年度の豪雪では、県東部の智頭町を中心に幹線道路の除雪が間に合わず、

地域住民や県内外の多くの方々に甚大な影響を及ぼしたところである。 
ついては、昨年度の反省を活かし、除雪費や融雪装置の予算措置や除雪で

発生した雪の捨て場を確保し、事前に国土交通省及び市町との十分な連携を

図り、万全を期すこと。 

 

昨年度１月、２月の豪雪で明らかとなった課題に対応するため、現有除雪能力を把握

した除雪計画の見直しを進めるとともに、国土交通省、県をはじめとする各関係機関が

連携し、今後の豪雪に備えた対策を検討する「冬期交通確保対策会議」を進め、次期降

雪期までにこれらの対応策に基づき雪害対応訓練等を実施し、関係機関と連携を図りな

がら降雪期に備えることとしている。 

次期降雪期までの対策として、６月補正予算により、１月豪雪において立ち往生車両

が発生した国道３７３号の融雪装置設置等の現道対策、全県におけるライブカメラ等雪

量観測機器設置（99基）、除雪機械ＧＰＳ管理システム整備及び除雪機械運転手育成支

援事業を実施し、豪雪時の円滑な冬期交通を確保するために必要なハード、ソフト対策

を実施し豪雪に備えることとしている。 

また、道路除雪等で発生した排雪を迅速に受け入れるため、県管理河川の河川敷に設

置した排雪場の進入路の拡幅を検討している。 

【９月補正】河川維持管理費 １２，１１７千円 

１０ 「鳥取県立鳥取少年自然の家」跡地の利活用のあり方について 

 県立美術館の建設場所は倉吉市に決定したところであるが、片山県政時代

の１９９９年に県立美術館計画が凍結されるまで建設予定地であった「鳥取

県立鳥取少年自然の家」跡地の利活用は未定のままであります。この敷地に

アクセスする市道整備のあり方にも直接関わるものであり、今後のあり方に

ついて検討すること。 

 

旧県立鳥取少年自然の家跡地に県立美術館を整備する計画（以下「前計画」という。）

については、昨年８月に前計画を廃止するとともに、県議会での議論や県民意識調査結

果等により県民の意見を盛り込み、本年３月に、新たな建設場所を倉吉市営ラグビー場

とする鳥取県立美術館整備基本構想を策定した。 
前計画の廃止に伴う課題である跡地のあり方については、市道整備のあり方に直接関

わることから鳥取市の意見も伺いながら街づくりや地域活性化に資する視点も含め対応

を検討していきたい。 

 

 


